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5 応急復旧業務
職員の非常招
集に関すること

◇職員を招集させ参集状況を
本部に報告
◇職員の被害状況を収集し本
部に報告

◇職員の参集状況を随時確認する。
◇職員の被害状況を受け情報を集約する。

総務部 本部班
防災危機
管理課

番
号

業務内容 目標設定 担当部署

業　務　名 具体的な業務内容

業務開始目標時間と実施期間

目標レベル
（目標とする状況）

業務区分
担当班
（※災害対
策本部にお
ける班）

担当課
（平常
時）

担当部
（※災害対
策本部にお
ける部）

非常時優先業務の表の見方

地域防災計画に記載のある業務（災害応急対策・復旧業務）と通常業務で災害時においても実施する業務を選定し、その他、業務の内容、目標レベル、担当、着手
時間や業務の継続時間等をとりまとめています。

選定した業務の内容を記載

目標レベルに向けての業務着手時間（準備時間）として表
示

目標レベルに到達すまでの時間として表示

選定した事務名を記載

業務を担当する課業務区分は、応急復旧業務または通常業務の２区分
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1 応急復旧業務
【共通事項】
課に所属する職員の安否確
認に関すること

職員一斉連絡システム等による安否確認
職員の安否確認と参集可能な時間を把握し、災害対策本部に
報告できる状態にする。

2 応急復旧業務
【共通事項】
課の所管する施設・設備の管
理・被害調査に関すること

課の所管する施設・設備の被害状況調査の
実施

所管する施設・設備の被害状況等を取りまとめて、災害対策本
部に報告できる状態にする。

3 応急復旧業務
【共通事項】
課の所管する施設・設備の応
急復旧に関すること

課の所管する施設・設備の迅速な応急修理等
の実施

◇防災拠点施設は、必要に応じて直ちに応急修理を実施する。

◇避難所指定施設等は、必要に応じて応急修理を実施する。

◇その他施設は、速やかに応急修理計画を定める。

4 応急復旧業務
災害対策本部の庶務に関す
ること

◇災害対策本部の設置と本部員の招集
◇被害状況を集約し、災害対策全般の基本
方針を定め災害対応の企画統制を実施

◇災害対策本部を設置する。
◇職員の参集、関係各機関との情報連絡等により災害応急活
動を実施する。

5 応急復旧業務 職員の非常招集に関すること
◇職員を招集させ参集状況を本部に報告
◇職員の被害状況を収集し本部に報告

◇職員の参集状況を随時確認する。
◇職員の被害状況を受け情報を集約する。

6 応急復旧業務
情報収集及び報告の総括に
関すること

◇気象予警報等の情報の集約と本部への報
告
◇各班から収集した被害状況及び防災情報
の集約と本部への報告

◇災害直後から高度情報システム及び防災行政無線を使用可
能状態にしておく。
◇迅速な情報収集体制をとる。

7 応急復旧業務
防災無線等の運用に関する
こと

◇各班への移動系無線機の配備、防災無線
の管理
◇住民に対する防災情報の配信

◇災害直後から移動系及び同報系無線を使用可能状態にして
おく。
◇住民へ防災無線等を駆使して情報提供を行う。
◇各班から情報の内容を受け整理する。

8 応急復旧業務
本部、各部、支部及び関係
機関との連絡調整に関するこ
と

◇本部、各部、支部及び関係機関との連絡体
制の確立
◇定期的な状況報告の受理

各部班及び関係機関から無線機等を使用して現状報告を定期
的に行わせる。

9 応急復旧業務
住民に対する避難指示に関
すること

広報班と連携して避難指示等の情報配信
広報班と連携して住民に防災無線等あらゆる手段で情報提供を
行う。

10 応急復旧業務 避難所の開設に関すること 避難所班に避難所開設の指示 避難所班に開設の準備を指示する。

11 応急復旧業務
避難誘導及び移送に関する
こと

◇各支部が関係機関・団体と連携して避難誘
導等を指示
◇福祉物資班に要援護者支援を指示
◇避難所班にも協力を要請

◇各支部及び関係機関と避難誘導に対して連絡調整をする。
◇要援護者対策を関係機関と調整する。

本部班

全ての部

業務開始目標時間と実施期間

全ての班

防災危機
管理課課

担当班
（※災害対
策本部にお
ける班）

担当部
（※災害対
策本部にお
ける部）

担当課
（平常
時）

業務区分
具体的な業務内容

目標レベル
（目標とする状況）

業務内容

番
号 業　務　名

目標設定

総務部

担当部署

全ての課
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12 応急復旧業務 帰宅困難者対策に関すること
帰宅困難者の把握、情報提供、支援対策の
実施

◇鉄道等の関係機関に対して情報収集・情報提供を行う。
◇避難所班と連携して帰宅困難者に対する情報提供、避難誘
導及び避難所への受入を行う。

13 応急復旧業務
消防団に対する出動命令に
関すること

消防団員の安否確認及び消防団への出動命
令

◇消防団員の安否確認を行う。
◇消防団に対し災害対応の出動命令をする。

14 応急復旧業務
警察に対する出動要請に関
すること

警察に火災、警戒等の応急活動の要請 警察に火災、警戒等の活動の協力を要請する。

15 応急復旧業務
自衛隊に対する災害派遣の
要請依頼に関すること

自衛隊派遣要請手続きの実施
被害状況に応じて、知事（知多県民事務所を経由）から自衛隊
へ派遣要請をする。

16 応急復旧業務 災害救助法に関すること

◇災害救助法の適用に必要な情報を県に報
告
◇被害状況に応じて災害救助法の適用を県
に申請

◇各部班及び関係機関から現状報告を定期的に行わせる。
◇災害救助法の適用に必要な情報を集約する。
◇町の被害状況が災害救助法の適用基準を満たす場合は、県
に災害救助法の適用申請をする。

17 応急復旧業務
災害救援ボランティアセン
ターの設置に関すること

社会福祉協議会に災害救援ボランティアセン
ター設置を要請

社会福祉協議会と協議のうえ、災害救援ボランティアセンター設
置を要請する。

18 応急復旧業務 職員の食糧確保に関すること 災害対応を行う職員の食糧の調達
◇職員の食糧３日分程度は、防災交通課が備蓄する。なお、不
足する場合は、調達要請を行う。

19 応急復旧業務
その他、他班の所管に属さな
いこと

他班の所管に属さない業務の実施 所掌事務に定めのないもので本部が決定した業務を行う。

防災危機
管理課

総務部 本部班
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20 応急復旧業務
防災資機材、り災者の輸送業
務に関すること

防災資機材及びり災者の輸送
防災資機材及びり災者の輸送に係る人員及び車両を確保す
る。

21 応急復旧業務 公用車の管理に関すること
災害応急対策における町有車両の確保及び
運行管理

◇町有車両の集中管理を行う。
◇不足する車両について借入れ等を行う。

22 応急復旧業務
応急対策に係る予算措置に
関すること

応急対策に係る予算編成の実施 必要な予算議案が提出できるよう予算編成作業を行う。

23 応急復旧業務
町有財産の被害調査に関す
ること

◇普通財産の被害調査の実施
◇全ての町有財産の被害状況の総括

行政財産については、各主管課が主体となって、調査・確認を
行うため、その総括をする。

24 応急復旧業務 り災証明に関すること
◇被害状況等の情報収集と被害認定調査を
実施
◇り災証明の発行

り災者台帳作成及びり災証明書等の発行体制を確立する。
被害調査

班
税務課

25 応急復旧業務
義捐金の受入窓口の設置に
関すること

指定金融機関等に口座の設定 義捐金等の安全保管ため、口座を迅速に設定する。 会計課

26 応急復旧業務
監査員との連絡調整に関す
ること

監査委員の安否確認及び情報提供
監査委員の安否確認を行うととともに、災害に関する情報提供を
行う。

監査委員
事務局

27 応急復旧業務
他（部）班の応援協力に関す
ること

他（部）班の応援協力 他（部）班からの要請により応援協力を行う。
監査委員
事務局／
会計課

総務部

総務協力
班

財政班

総務班

財政課

総務課
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28 応急復旧業務
災害情報の広報活動に関す
ること

災害情報の広報

◇災害に関する情報について、各対策部局と協力しながら住民
へ広報する。（早期に同報無線、SNSやちたまる安心安全メルマ
ガによる情報提供、避難所班と協力し１日以内に避難所へ情報
提供、町内を巡回する他班と協力し３日以内広報車による情報
提供）
◇発災直後は、地震の規模及び気象の状況、火災予防注意、
避難方法
及び避難場所を広報する。
◇被災者に関する情報として、被害状況、食料・物資等の配給
状況、給水拠点の場所及び応急給水の方法、医療機関の診療
状況、道路や電気などライフラインの復旧状況を広報する。

29 応急復旧業務
報道機関との連絡調整に関
すること

◇報道機関との連絡調整
◇災害に関する公式発表

◇各対策部局の報道機関発表事項を総合調整し、統一を図る。
◇広報すべき事案の軽重、緊急性を検討し、報道機関へ広報
する。

30 応急復旧業務
災害に関する広聴活動に関
すること

◇各対策部で行われる相談業務のとりまとめ
◇要望に対応できる体制を整える

◇各対策部局で行われる相談業務を取りまとめ、災害対策本部
へ報告する。
◇救護部と協力して、避難所等における相談体制を、１週間以
内に構築する。
◇被災者・関係者から消息、医療、生活必需品、住居の確保等
の相談、要望を、速やかに関係部署に連絡し、早期解決に努力
する。

31 応急復旧業務
災害の記録、写真等の取材
及び提供に関すること

災害の現場、対策部局周辺等の記録
災害の現場、対策部局周辺の記録を残すため、各対策部局の
写真や記録等の収集および取材を行う。

32 応急復旧業務 防犯に関すること
警察署と連携して災害に伴う犯罪の防止対策
の協議

警察署と協議のうえ、防犯パトロールなどを実施する。
住民自治

課

33 応急復旧業務
電源設備、ネットワーク、サー
バ等情報基盤の被害状況の
収集及び復旧に関すること

電算機用非常発電機、ネットワーク、サーバ等
の被害状況の収集及び応急措置の実施

本庁、出先機関における電算機器等の被害状況を把握するとと
もに、障害箇所に対して応急措置を行う。

ＤＸ推進課

34 応急復旧業務
災害視察者及び外来見舞客
の対応に関すること

災害視察者及び外来見舞客の対応 災害視察者及び外来見舞客に対して対応する。

35 応急復旧業務 職員の公務災害に関すること 職員の災害補償等の事務 公務中に被災した職員に対する補償を行う。

36 応急復旧業務
職員参集の把握及び手当に
関すること

職員の安否、出勤、配置状況の把握及び給
与、手当等の事務

職員の安否、出勤、配置状況を把握し、給与・手当等に関する
事務を行う。

37 応急復旧業務
り災死亡者に対する弔慰に
関すること

り災者に対する災害弔慰金等の支給事務の
実施

条例等の規定に従い、り災者の遺族等に対して災害弔慰金を支
給する。

38 応急復旧業務
本部長及び副本部長の秘書
に関すること

災害時の本部長及び副本部長のスケジュー
ル管理等の秘書事務

災害対策本部会議を始めとする本部長及び副本部長のスケ
ジュール管理を行う。

39 応急復旧業務 職員の労務に関すること
◇本部班と調整し、職員の勤務及び時間外手
当に関する事務の実施
◇職員の健康に関する相談業務の実施

◇災害対策本部の本部班と調整して、職員の人員配分及び時
間外勤務等を管理する。
◇職員の福利厚生及び健康管理に関する相談を実施する。

40 応急復旧業務
他市町等からの支援者受入
に関すること

支援者受け入れの実施 支援者の宿泊等の受け入れ体制を準備する。

広報・渉外
部

広報班

渉外班
秘書人事

課

企画政策
課/住民自
治課/ＤＸ
推進課
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41 応急復旧業務
避難所開設及び運営に関す
ること

◇避難所の安全確認、避難所の開設
◇自主防災会等と連携し、避難所運営・管理
の実施

◇すみやかに避難所の安全確認及び開設を行う。
◇自主防災会等と連携して運営・管理を行う。
◇避難所から排出されるごみ等の管理を環境班と調整して行う。

42 応急復旧業務
り災者の安否情報・確認に関
すること

避難所ごとに避難者名簿を作成し、安否情報
を整理

避難者名簿等を作成し、避難者の安否情報を災害対策本部へ
報告する。

43 応急復旧業務
避難者に対する食事等の確
保に関すること

避難者に対する食事及び寝具等の確保
福祉・物資班及び商工班等と調整し、避難者に対する食事、寝
具等を確保し提供する。

44 応急復旧業務
他（部）班の応援協力に関す
ること

他（部）班の応援協力 他（部）班からの要請により応援協力を行う。

45 応急復旧業務
臨時託児所の開設に関する
こと

避難所内で臨時託児所（コーナー）の開設 自主防災会等と連携して、一時的な託児所を開設する。 児童課

46 応急復旧業務
災害救援ボランティアセン
ターの運営に関すること

災害対策本部の要請による災害救援ボラン
ティアセンターの開設と運営

災害救援ボランティアセンターを開設し、ボランティアを招集し、
センターを運営する。

社会福祉
協議会

47 応急復旧業務
避難者に対する救助物資の
配給に関すること

避難者に対する食糧、毛布、衣料及び日用必
需品等の運搬及び支給

避難所等において、必要な食糧及び物資等の適切な配給を実
施する。

48 応急復旧業務
避難行動要支援者の支援に
関すること

避難行動要支援者の避難及び救護活動の実
施

◇自主防災会、民生委員等地域と連携し、避難行動要支援者
の避難状況及び安否を確認する。
◇避難行動要支援者の避難誘導を実施する。
◇必要により福祉避難所等へ移送する。

49 応急復旧業務 在宅高齢者等に関すること 在宅高齢者等の避難及び救護活動の実施
◇自主防災会、民生委員等地域と連携し、在宅高齢者の避難
状況及び安否を確認する。
◇在宅高齢者の避難誘導を実施する。

50 応急復旧業務
義援金品及び見舞金品の配
分に関すること

◇義援金等の受付事務
◇義援金品の配分計画を策定する配分委員
会の設置
◇配分計画に基く金品配分

◇義援金品等の受付場所を開設する。
◇義援金品配分について、災害対策本部と調整し、配分委員会
を組織する。

51 応急復旧業務
仮設住宅の入居者の選定等
に関すること

仮設住宅の入居者選定方法の計画を策定
仮設住宅の整備状況を建築班と調整し、入居者について選定
方法を計画する。

52 応急復旧業務
日本赤十字社愛知県支部へ
の協力要請に関すること

日本赤十字社愛知県支部に対して、り災者の
救護、義援金募集の協力要請

◇日本赤十字社愛知県支部に対して、り災者の救護・援助を依頼する。
◇被害状況に応じて、日本赤十字社の備蓄資材の提供を依頼する。
◇義援金の募集を依頼する。

53 応急復旧業務
赤十字奉仕団への協力要請
に関すること

東浦町赤十字奉仕団に対して、避難所等で
の支援要請

◇避難所での炊き出しを行う。
◇避難所への避難者に対し、心身のケアを行う。

54 応急復旧業務
福祉施設等の被害情報の収
集及び要援護者の受け入れ
に関すること

◇老人福祉施設及び障がい者福祉施設の被
害情報の収集
◇施設への要援護者の受け入れに対する調
整

◇福祉施設及び施設利用者の被害情報を把握する。
◇被災により使用不能となった施設の利用者を支援する。
◇施設と要援護者の受け入れに対して調整する。

55 応急復旧業務 福祉避難所に関すること
◇福祉避難所の開設等
◇福祉避難所運営・管理の実施

◇すみやかに福祉避難所の開設等を行う。
◇避難所から排出されるごみ等の管理を環境班と調整して行う。

ふくし課

救護部

福祉・物資
班

住民自治
課／児童
課／／生
涯学習課
／スポーツ
課／保育
園／各小
中学校

ふくし課／
障がい支
援課／保
険医療課/
児童課/健

康課

避難所班

避難所の状況により延長

避難所の状況により延長

避難所の状況により延長
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56 応急復旧業務
応急救護所の設置に関する
こと

◇関係機関と連携し応急救護所を設置
◇応急救護所へ保健師、助産師、看護師等
を派遣

◇避難所等に応急救護所を設置する。
◇保健師、助産師、看護師等により巡回診療を行う。

57 応急復旧業務
医療救護所の設置に関する
こと

医療救護班の編成及び医療救護所の設置
医療を必要とする場所に医療救護班の派遣及び医療救護所の
設置を行う。

58 応急復旧業務
医師等への応援派遣要請に
関すること

医師（歯科医師会・薬剤師会）等への応援派
遣要請

◇負傷者・医療救護所の状況を把握する。
◇医師会等との連絡調整をする。
◇他市町、県（保健所）へ保健活動の実施に要する要員、支援
等、応援要請をする。

59 応急復旧業務
医療救護班の連絡調整と搬
送手段の優先的確保に関す
ること

◇患者受け入れ先病院（医療機関）の確保
◇医療救護班の連絡調整と搬送手段の優先
的確保

◇患者受け入れ先病院（医療機関）の被害状況・活動状況の把
握と確保をする。
◇医療機関との連絡調整と搬送手段の優先順位をつける。

60 応急復旧業務
医薬品・衛生材料等の調達
に関すること

医薬品等の調達・提供と監視指導を実施
◇医薬品等の備蓄状況を確認し、避難所へ配布できる体制を確
立する。
◇不足分は、協力団体へ協力要請する。

61 応急復旧業務 保健活動に関すること

◇被災地での保健活動を実施
◇巡回健康相談、医療ニーズの把握、救護班
への情報提供
◇メンタルヘルス体制の確立

◇必要に応じて、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等で保健活
動班を編成する。
◇健康相談や口腔ケアを実施する。
◇避難所等における健康相談や地域における巡回健康相談、
相談窓口の設置等健康管理（保健活動）を実施する。

62 応急復旧業務 防疫活動に関すること

◇感染症予防活動の実施

◇感染症患者発生に伴う防疫活動の実施（避
難所の生活環境管理）

◇臨時予防接種の実施

◇食中毒予防活動の実施

◇一類感染症及び二類感染症の発生の場合、感染症の予防及
びまん延防止のための指導及び広報を行う。
◇感染症の病原体に汚染された場所の消毒、物件の消毒、生
活用水の確保。し尿処理などの衛生指導。感染症の病原体に
汚染された場所の消毒、物件の消毒、生活用水の確保。し尿処
理などの衛生指導。
◇保健所が必要と認める一類及び二類疾病の予防接種を指示
に従い、確実に実施する。
◇炊き出しの施設等における食品の衛生的取扱等について指
導をする。

63 応急復旧業務 乳幼児支援に関すること
避難所等における乳幼児への栄養補給の実
施

◇栄養士または保健師、保育士、事務で救護班を編成し、知多
児童センターと連携・協力のうえ、乳幼児の相談窓口を開設す
る。
◇備蓄されているもの（哺乳瓶・粉ミルク等）を利用して授乳を実
施する。
◇ニーズを把握し、被災地または避難所での乳幼児の栄養補
給を実施する。
◇町単位での対応が困難な場合は、応援を要請する。

64 応急復旧業務 助産救護活動
応急的な助産業務（分娩介助・処置・衛生材
料の支給等）と活動の記録及び報告業務を実
施する。

◇助産の途を失った者へ、分娩の介助等必要な救護を行う。
（災害発生日以前または以後7日以内に分娩するものが対象）医
師・助産師、診察・分娩場所、衛生材料の確保をする。
◇活動の実施状況を随時報告し、所定の書式により活動状況を
取りまとめ、業務完了後、本部長へ報告する。

65 応急復旧業務
救護協力班の応援協力に関
すること

救護班の応援協力 救護班からの要請により応援協力を行う。
救護協力

班
環境課

健康課
救護防疫

班

救護部
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66 応急復旧業務
死亡者の身元確認及び収容
に関すること

◇遺体等の収容場所の確保
◇身元不明の遺体については、警察やその
他機関との調整・調査を実施

◇遺体収容所の開設と運営を行う。
◇身元が判明し、引き取り人があるときは、速やかに遺族等に引
き渡す。

67 応急復旧業務 埋火葬に関すること
火葬場の受け入れ態勢を確認し、死亡届書の
受理、火葬（埋葬）許可証の交付及び斎場使
用許可証の交付

発災後、速やかに死亡届書の受理、火葬（埋葬）許可証の交付
及び斎場使用許可証の交付を行う。
※戸籍システムが稼働しない場合は、国の特例により、埋火葬
許可の特例措置がとられる可能性あり。

68 応急復旧業務
災害がれき等の収集運搬に
関すること

関係部署と協議し、災害がれき等の一時仮置
場の確保

災害がれき等は、一時的に多量に排出され、分別処理が長期化
するため、仮置場を確保し、順次分別処理を行う。

69 応急復旧業務 し尿の収集運搬に関すること 仮設トイレのし尿の応急収集を実施
避難所における仮設トイレのし尿収集・運搬・処分の体制を整え
る。

70 応急復旧業務 被災動物の保護に関すること 動物の保護に関する事務の遂行
獣医師及び動物愛護ボランティアと協力して被災動物の保護を
行い、飼主不明の動物の一時的な飼育・収容のための場所の
確保を行う。

71 応急復旧業務 家畜の防疫に関すること
被害状況を集約し、必要に応じて、家畜に対
する防疫活動を実施

被害状況を調査のうえ、関係部署と協議し防疫計画を定め、防
疫活動を実施する。

72 応急復旧業務
農業協同組合等関係団体と
の連絡調整に関すること

農業協同組合等関係団体との被害状況等の
連絡調整

農業協同組合等関係団体との被害状況等の連絡調整を行い、
速やかに対応できる状態にする。

73 応急復旧業務
農業用排水機場の運転に関
すること

各排水機場の被害状況により運転不可のもの
について、降雨時の応急処置の実施

県から非常用ﾎﾟﾝﾌﾟの借り入れと共に、発電機の準備（業者委
託）を行い降雨時に備える。

74 応急復旧業務
農業用ため池の保全に関す
ること

ため池の堤体の被害状況により、調整池とし
て必要で保水能力のなくなった池の二次災害
防止の応急処置の実施

住宅に隣接している生活に影響する全てのため池について応
急措置を行う。
止水は配水池全てについて指示する。

75 応急復旧業務
避難者に対する救助物資の
調達に関すること

避難者に対する食糧、毛布、衣料及び日用必
需品等の調達

商工会等と連携して、避難所等で必要な食糧、物資の適切な配
給が実施できるよう物資を調達する。

76 応急復旧業務
商工業関係事業所の被害調
査に関すること

商工業関係事業所の被害情報の収集 正確かつ迅速な情報収集を行う。

77 応急復旧業務
商工会等関係団体との連絡
調整に関すること

商工会等関係団体との被害状況等の連絡調
整

商工会等関係団体との被害状況等の連絡調整を行い、速やか
に対応できる状態にする。

78 応急復旧業務 道路啓開作業に関すること
◇道路啓開のための業者の手配及び状況の
確認
◇町内の道路及び水路の障害物除去の実施

◇緊急車両等の通行のため、早急に瓦礫処理等の対応できる
状態にする。
◇被災者が一時避難する場合に支障となる障害物を迅速に除
去する。
◇発災後、10日以内に除去作業を完了する。

建設部

道路河川
課/土木維
持管理課

環境課

商工振興
課

農政班
農業振興

課

商工班

住民班

土木班

生活経済
部

環境班

住民課
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79 応急復旧業務
緊急輸送道路及び幹線道路
の巡視に関すること

緊急輸送道路や１級町道や2級町道などの幹
線道路を巡視し、被害状況の確認及び集約

被害状況により、応急復旧の手配をする。

80 応急復旧業務
緊急輸送道路及び幹線道路
の応急措置に関すること

緊急輸送道路や１級町道や2級町道などの幹
線道路の応急復旧の実施

優先順位を計画して、応急復旧を施工する。

81 応急復旧業務
土砂災害警戒区域及び急傾
斜地崩壊危険箇所の防災に
関すること

◇土砂災害警戒区域等の被害状況調査
◇土地所有者及び県と協議し応急復旧を実
施

◇危険箇所への立入を制限する。
◇優先順位を計画して、応急復旧を施工する。

82 応急復旧業務
緊急の交通安全対策に関す
ること

交通施設に対する応急措置及び交通規制の
実施

道路交通について、県、県警及び関係市町と相互に緊密な連
絡をとる。

83 応急復旧業務
防犯灯、交通安全灯等の復
旧に関すること

◇被害状況の緊急調査
◇迅速な応急修理の実施

防犯に欠かせない必要最低限の照明施設の応急修理を実施す
る。

84 応急復旧業務
山腹崩壊の危険地区の防災
に関すること

◇山腹崩壊危険箇所の被害状況調査
◇土地所有者及び県と協議し応急復旧を実
施

◇危険箇所への立入を制限する。
◇応急復旧が必要な場合は、資機材を手配し実施する。

85 応急復旧業務 河川・津波・樋門に関すること 河川・津波の状況に応じて樋門の操作を実施
河川・津波の状況に応じて、樋門の操作を実施するために樋門
操作員に連絡する。

86 応急復旧業務
ポンプ場運転等の操作に関
すること

ポンプ場運転操作 委託業者と調整し、降雨時に対応できるよう体制を整える。

87 応急復旧業務
下水道施設の防災に関する
こと（雨水）

ポンプ場内及び幹線水路の被害状況調査及
び応急復旧の実施

ポンプ場内及び幹線水路の被害状況の確認及び応急復旧を実
施する。

88 応急復旧業務 飲料水の供給に関すること
災害対策本部からの要請により、各避難所等
への応急給水を実施

給水タンク等を使用し、被災者に対する応急給水を実施する。

89 応急復旧業務
水道施設の防災活動、被害
調査及び応急復旧に必要な
資機材の調達に関すること

水道施設の点検及び被害調査 復旧計画を作成し、必要な要員と資機材を確保する。

90 応急復旧業務
下水道施設の防災に関する
こと（汚水）

下水道施設の被害状況調査及び応急復旧の
実施

マンホール等の被害状況の確認及び応急復旧を実施する。

91 応急復旧業務
公共施設の応急危険度判定
に関すること

公共施設の応急危険度判定の実施 公共施設の応急危険度判定を実施する。

92 応急復旧業務
応急仮設住宅の建設に関す
ること

応急仮設住宅の建設業務の実施
◇避難所で仮設住宅の必要戸数の調査する。
◇意向調査等を行い、仮設住宅建設計画の策定を開始する。

93 応急復旧業務
被災建築物応急危険度判定
に関すること

被災建築物応急危険度判定業務の実施
◇判定が必要な地区を調査する。
◇判定士を確保し、計画的に判定業務を実施する。

94 応急復旧業務
被災宅地危険度判定に関す
ること

被災宅地危険度判定業務の実施
◇判定が必要な地区を調査する。
◇判定士を確保し、計画的に判定業務を実施する。

95 応急復旧業務
震災復興都市計画事業に関
すること

建築基準法第84条による第一次建築制限に
向けた業務の実施

◇第一次建築制限区域（案）の申し出をする。
◇市町村都市復興基本方針の策定と公表をする。

96 応急復旧業務
公園・緑地の障害物の除去
に関すること

町内の公園・緑地の障害物除去の実施
◇被災者が一時避難する場合に支障となる障害物を迅速に除
去する。
◇発災後、10日以内に除去作業を完了する。

97 応急復旧業務
都市公園、ふれあい広場の
防災に関すること

◇都市公園、ふれあい広場おける被害状況
調査
◇応急復旧の実施

◇危険箇所への立入を制限する。
◇避難場所確保など優先順位を計画して、応急復旧を施工す
る。

98 応急復旧業務
公共交通の被害調査等に関
すること

公共交通の被害調査等の実施 公共交通の被害調査等を実施する。
まちづくり

班
まちづくり

課

公園緑地
班

公園緑地
課

建設部

都市計画
班

都市計画
課

都市整備
部

道路河川
課/土木維
持管理課

上下水道
班

上下水道
課

土木班
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（１）災害応急対策業務

直
ち
に

1
時
間
以
内

3
時
間
以
内

12
時
間
以
内

1
日
以
内

3
日
以
内

1
週
間
以
内

2
週
間
以
内

1
ケ
月
以
内

業務開始目標時間と実施期間

担当班
（※災害対
策本部にお
ける班）

担当部
（※災害対
策本部にお
ける部）

担当課
（平常
時）

業務区分
具体的な業務内容

目標レベル
（目標とする状況）

業務内容

番
号 業　務　名

目標設定 担当部署

99 応急復旧業務
学校との連絡調整に関するこ
と

各小中学校との被害状況及び避難所開設等
の連絡調整

◇各小中学校の被害状況を把握する。
◇学校班に避難所開設及び管理運営の応援協力を要請する。

100 応急復旧業務
学校施設等の防災に関する
こと

◇避難所（学校施設）の被害状況の把握
◇応急復旧の実施

◇避難所としての開設の判断をする。
◇避難場所確保など優先順位を計画して、応急復旧を施工す
る。

101 応急復旧業務
被災児童生徒に対する学用
品等の供与に関すること

被災児童生徒数に対する学用品等の供与 供与の対象となる児童生徒数を把握し、学用品等を供与する。

102 応急復旧業務 応急給食に関すること
災害本部からの要請により、各避難所等への
応急給食を実施

給食施設の応急措置を行い、被災者に対する応急給食を実施
する。

103 応急復旧業務
各学校の被害調査及び報告
に関すること

各小中学校は被害状況を取りまとめ教育班に
報告

◇各小中学校は被害状況を調査する。
◇避難所開設の判断情報を教育班に報告する。

104 応急復旧業務
避難所班の応援協力に関す
ること

災害本部からの要請により、各避難所で応援
協力を実施

各避難所で管理運営に対して応援協力を実施する。

105 応急復旧業務
議会災害対策会議に関する
こと

◇議員の安否確認
◇議員への情報提供

◇各議員の安否確認を行うとともに災害に関する情報提供をす
る。

議会事務
局

議会事務
班

議事課

教育給食
班

学校教育
課

各小中学
校

学校班

教育部

避難所の状況により延長
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（２）通常業務

直
ち
に

1
時
間
以
内

3
時
間
以
内

12
時
間
以
内

1
日
以
内

3
日
以
内

1
週
間
以
内

2
週
間
以
内

1
ケ
月
以
内

1 通常業務
基幹系システム・ネットワーク
の運用管理業務

住民記録を中心に税、国保、福祉などの業務
を取り扱う基幹系システム、庁内基幹系ネット
ワーク、データセンターまでのネットワーク及び
それらに係る機器類の運用管理

住民記録を中心に税、国保、福祉などの業務を取り扱うものであり、
住民生活に直結する情報システムであることから、早期の再開を図
る。
発災後速やかにデータセンターとのネットワーク疎通確認、システム
の稼働確認、庁内基幹系ネットワークの疎通確認、パソコンやプリン
タといった機器類の動作確認を行い、必要があれば関係機関と連
携を図り、復旧作業を行う。

2 通常業務
内部情報系システムの運用
管理業務

グループウェアを中心とした内部情報系システ
ム、庁内内部情報系ネットワーク及びそれらに
係る機器類の運用管理

職員が業務を行うための中心となるシステム及び機器（パソコン、プ
リンタ）である。住民サービスに直結するシステムではないが、電子
メールを使用しての関係機関とのやり取り等には本システムが必要
であることから、早期の再開を図る。
発災後速やかにデータセンターとのネットワーク疎通確認、システム
の稼働確認、庁内内部情報系ネットワークの疎通確認、パソコンや
プリンタといった機器類の動作確認を行い、必要があれば関係機関
と連携を図り、復旧作業を行う。

3 通常業務 LGWANへの接続管理業務
庁内内部情報系ネットワークからLGWANへ接
続するための装置及び配線の運用管理

グループウェア等、一部のシステムは、LGWANを介してデータセン
ターと接続している。また、災害時には国・県や他自治体との通信手
段となる可能性があることから、早期の再開を図る。
発災後速やかに配線や機器の確認、回線の疎通確認を行い、必要
があれば関係機関と連携を図り、復旧作業を行う。

4 通常業務
インターネットへの接続管理
業務

インターネット（Ｆｒｅｅ Wi-Fi等）へ接続するた
めの装置及び配線の運用管理

災害時における緊急性の高い情報の送受信や情報収集のために
重要なインフラであることから、早期の再開を図る。
発災後速やかに配線や機器の確認、回線の疎通確認を行い、必要
があれば保守業者と連携を図り、復旧作業を行う。

5 通常業務 町ホームページ運用業務 町ホームページの更新及び維持管理

◇システムの稼動状況の確認を行う。
◇災害専用トップページへ切り替え、避難所やライフライン等の情
報を提供する。
◇庁内から接続できない場合、保守業者へ情報提供し、町ホーム
ページの更新を開始する。

6 通常業務
町内の防犯パトロールに関す
ること

自治会等と協力して早期に防犯パトロールを
実施

被災地域の治安を維持できる程度に防犯パトロールを実施する。

7 通常業務
住民サービスコーナーの運
用業務

コニュニティセンターの各種証明書の発行業
務の再開

申請による各種証明書を発行する。
住民自治課/
住民課

8 通常業務 文書管理業務
文書受付体制の早期再開
行政文書の開示請求等の対応

早期に文書受付体制を再開する。
行政文書の開示請求の受付し開示する。

9 通常業務 保有個人情報に関する業務
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の
請求の受付及び開示

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求の受付及び開示
を実施する。

10 通常業務 行政不服審査に関する業務 異議申立及び審査請求の受付及び審査
災害発生後に行政処分が行われ、その処分に対し異議申立等され
た場合の受付及び審査を行う。

11 通常業務
各種選挙及び選挙管理委員
会に関する業務

選挙執行体制及び選挙管理委員会の運営
選挙執行体制の整え、県等関係機関との連絡調整、その他必要な
措置を実施する。
町選挙管理委員会を開催する。

番
号

業務区分

業務内容 目標設定

具体的な業務内容
担当部

住民自治課

総務部

総務課

総務課

業　務　名

企画政策
部

業務開始目標時間と実施期間

担当課

ＤＸ推進課

目標レベル
（目標とする状況）
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（２）通常業務

直
ち
に

1
時
間
以
内

3
時
間
以
内

12
時
間
以
内

1
日
以
内

3
日
以
内

1
週
間
以
内

2
週
間
以
内

1
ケ
月
以
内

番
号

業務区分

業務内容 目標設定

具体的な業務内容
担当部

業　務　名

業務開始目標時間と実施期間

担当課目標レベル
（目標とする状況）

12 通常業務
建物災害損失の補償事務に
関すること

町内公共施設の被害状況把握及び保険対応
業務

建物災害共済の補償を活用し、町内公共施設の早期復旧対応を行
う。

13 通常業務 町債借入及び償還業務 町債借入及び償還事務の復旧
町債借入及び償還事務を復旧する。
財務会計システムの動作確認を行い、公金の入出金を可能とする。

財政課

14 通常業務 賦課・納税相談業務 被災し、納税が困難になった方への助言等
既成の災害減免制度の周知、一時的な納税緩和措置及び税務相
談を実施し、被災者に適切な申告、納税方法を選択してもらう。

15 通常業務
納付、申告、届出等に関する
業務

納付、申告、届出等の期限の延長
各種申請・納付等が全町的に困難だと判断した場合、各種期限を
延期する。条例改正後対応（事後報告)。

16 通常業務 各種証明書の発行業務 各種証明書の発行の復旧
所得証明書等の発行及び納税の管理を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない応急対
応で受付事務を実施する。

総務部

総務課

総務課

税務課
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（２）通常業務

直
ち
に

1
時
間
以
内

3
時
間
以
内

12
時
間
以
内

1
日
以
内

3
日
以
内

1
週
間
以
内

2
週
間
以
内

1
ケ
月
以
内

番
号

業務区分

業務内容 目標設定

具体的な業務内容
担当部

業　務　名

業務開始目標時間と実施期間

担当課目標レベル
（目標とする状況）

17 通常業務 生活保護に関する業務
生活保護の相談及び申請の受付事務
保護費等の引き出し及び交付事務

福祉事務所と連携し、速やかに生活保護の申請を受け付けるととも
に、保護費を支給日に速やかに支給する。

18 通常業務
災害弔慰金、災害見舞金及
び災害援護資金に関する業
務

災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災
害援護資金の貸付

災害弔慰金及び災害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付け
を実施する。

19 通常業務 介護保険事業窓口業務
知多北部広域連合が保険者である介護保険
の申請等窓口事務

サービス利用を必要とする要介護者の申請等事務を滞りなく受け付
け、知多北部広域連合による認定、サービス給付を実施する。

20 通常業務
権利擁護（成年後見制度）に
関する業務

成年後見制度の利用支援・申請事務 成年後見制度の必要な障がい者に対し、利用支援を行う。
障がい支援

課

21 通常業務 介護手当の支払業務 受給者に対する手当の支給
手当を支給日より遅滞なく支払事務を行う。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による支給事務を実施する。

ふくし課

22 通常業務 障害者手当の支払業務 受給者に対する手当の支給
手当を支給日より遅滞なく支払事務を行う。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による支給事務を実施する。

障がい支援
課

23 通常業務
障害者手帳の交付及び自立
支援医療（精神通院）に関す
る業務

身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者
保健福祉手帳並びに自立支援医療（精神通
院）の申請受理、交付事務

手帳及び自立支援医療（精神通院）の申請の受付、交付等を行う。

24 通常業務 障害支援区分認定業務
障害福祉サービスの利用に必要な障害支援
区分の認定事務

障害福祉サービスの利用に必要な障害支援区分の認定を行う。

25 通常業務
障害福祉サービス・地域生活
支援事業・日常生活用具・補
装具支給決定業務

障害福祉サービス等の申請受理、支給決定
事務

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス・地域生活支援事
業・日常生活用具・補装具の申請受理、支給決定を行う。

26 通常業務
児童手当、児童扶養手当等
支給事務

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手
当及び遺児手当の諸申請並びに支給事務

児童手当等の手当の申請受付及び支払いを実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による支給事務を実施する。

27 通常業務
支援対象児童等に関する業
務

支援対象児童等の相談、保護等 知多福祉相談センターと連携し、速やかに対応する。

28 通常業務 保育所入退園事務 保育所の入退園に関する事務
入退園事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による受付事務を実施する。

29 通常業務
国民健康保険被保険者証等
交付業務

国民健康保険の被保険者証、限度額適用認
定証・高齢受給者証等の再交付事務

再交付事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による交付事務を実施する。

30 通常業務
後期高齢者医療保険被保険
者証交付業務

後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認
定証等の再交付事務

再交付事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による交付事務を実施する。

31 通常業務
国民健康保険の資格取得業
務

国民健康保険の資格取得手続事務
資格取得手続事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による手続事務を実施する。

32 通常業務 福祉医療に関する業務 各福祉医療費受給者証の交付等事務
資格取得手続事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による手続事務を実施する。

33 通常業務 母子保健に関する業務
妊娠の届出受付及び母子健康手帳の交付事
務

妊娠の届出を受付して、母子健康手帳の交付を行う.

34 通常業務 休日診療に関する業務 各医療機関の非常体制の確認
医療機関はトリアージを実施しするため、通常体制に戻るまでは、不
急の診療の自粛を周知する。

健康福祉部                                                       

保険医療課

健康課

ふくし課

障がい支援
課

児童課
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（２）通常業務

直
ち
に

1
時
間
以
内

3
時
間
以
内

12
時
間
以
内

1
日
以
内

3
日
以
内

1
週
間
以
内

2
週
間
以
内

1
ケ
月
以
内

番
号

業務区分

業務内容 目標設定

具体的な業務内容
担当部

業　務　名

業務開始目標時間と実施期間

担当課目標レベル
（目標とする状況）

35 通常業務 住民基本台帳等窓口業務
各種届出書の受理及び各種証明書の交付事
務

システムの稼動状況を確認する。

届出の受理及び交付事務を実施する。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応による届出の受付のみ実施する。
住民票及び戸籍、印鑑証明の交付については、システム稼働後交
付をする。

住民課

36 通常業務
生活ごみ(特に生ごみ等の可
燃ごみ)の収集運搬業務

生活ごみの収集運搬に関する業務の再開

東部知多クリーンセンターの受入体制及び収集委託業者の状況等
を確認し、生活ごみの収集運搬業務を再開する。
災害廃棄物等他のごみについては、自宅等での一時保管を住民に
周知する。

37 通常業務 し尿の収集運搬業務 し尿の収集運搬に関する業務の再開
東部知多浄化センターの受入体制及び収集委託業者の状況等を
確認し、収集運搬業務を再開する。

38 通常業務 農業制度資金に関する業務 農業者への融資の斡旋 早期復旧のため農業者に融資の斡旋を行う。 農業振興課

39 通常業務
商工業振興資金に関する業
務

商工業者への融資の斡旋 早期復旧のため商工業者に融資の斡旋を行う。 商工振興課

40 通常業務 公金の会計業務 公金の収納及び支払い事務

財務会計システムの動作確認を行ったうえで、指定金融機関と調整
連絡をして公金の収納、支払いを行う。
システム回復に時間が必要な場合は、システムを使用しない等の応
急対応により実施する。

会計課 会計課

41 通常業務 議会運営業務 定例会・臨時会の運営
議会運営委員会を開催して、延会日程等の調整を行う。
また、ホームページが稼動可能であれば開示する。

議会事務
局

議事課

42 通常業務 授業再開に関する業務 授業再開の目途、復旧策の検討
授業再開の目途、復旧策の検討及び授業再開までの応急教育の
実施する。

43 通常業務
休校時の児童生徒に関する
業務

休校時の学習状況の対応及び生徒指導の実
施

授業再開までの休校時の学習状況の対応及び生徒指導の実施す
る。

44 通常業務 学校給食再開に関する業務 学校給食再開の目途、復旧策の検討 学校給食再開の目途、復旧策の検討を実施する。

45 通常業務 図書館業務 図書館再開の目途、復旧策の検討 図書館再開の目途、復旧策の検討を実施する。 生涯学習課

学校教育課

教育部

環境課
生活経済

部
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